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保険業法 第一条（目的）

この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な

運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって

国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
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〇保険業法 第六章 監督
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〇保険業法 第六章 監督
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金融庁による保険会社に対するモニタリング

（参考）新規制の枠組み （2026年３月末から適用開始）



○ ソルベンシー・マージン比率の適切性（早期是正措置）

・ 保険会社の経営の健全性を確保するため、「保険金等の支払能力の充実を示す比

率」という客観的な基準を用い、必要な是正措置命令を迅速かつ適切に発動してい

くことで、保険会社の経営の早期是正を促す。

・ 各保険会社から、毎期のソルベンシー・マージン比率の報告を受け、以下の対象

区分に該当する場合は、改善計画の提出を求める。
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～保険会社向けの総合的な監督指針～ 【財務の健全性】
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○ 商品開発に係る内部管理態勢

・ 保険会社が商品開発を行うにあたっては、保険業法等の法令等を踏まえ、自己責任原

則に基づき、リスク面、財務面、募集面、法制面等あらゆる観点から検討する内部管理態
勢の整備が求められる。

○ 責任準備金等の積立の適切性

・ 保険会社は、保険契約者に将来支払うこととなる保険金等に対して保険業法に基づく責

任準備金等の積立の確保に努めなければならない。

○ 区分経理の明確化

・ 生命保険会社においては、利益還元の公平性・透明性の確保、保険種類相互間の内

部補助の遮断、事業運営の効率化、商品設計や価格設定面での創意工夫などを図る観

点から、一般勘定について保険商品の特性に応じた区分経理を行うことが重要。 各社に

おいて自己責任原則のもと、保険経理の透明性、保険契約者間の公平性確保等の観点

から、適切な区分経理が行われることを求めている。
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～保険会社向けの総合的な監督指針～ 【財務の健全性】



○ 資産運用リスク管理態勢

・ 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産について、有価証券の取得、不

動産の取得、金銭の貸付けその他の方法により運用を行っている。これら資産運用に係る

リスクを認識した上で、適切な資産運用リスク管理態勢の整備を求めている。

○ 流動性リスク管理態勢

・ 保険料収入等の状況により資金繰りに支障をきたした場合、経営に重大な影響を及ぼす

可能性があることから、日頃から資金繰り状況を注視した適切なリスク管理の実施を求める。
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～保険会社向けの総合的な監督指針～ 【統合的リスク管理態勢】

保険会社に対するヒアリングや報告徴求等を通じ、必要に応じて内部管理態勢の改善等を

求め、重大な問題があると認められる場合には、法第132 条に基づき行政処分を行う。



9

～保険会社向けの総合的な監督指針～ 【検査・監督】

金融庁による保険会社に対するモニタリング

〇 報告徴求（法第128条）／立入検査（法第129条）

・ 保険会社が問題を抱えている可能性がある際に、契約者保護と適切な業務運営の確保

のために実施

〇 行政処分（法第132条）

・ 保険会社の適切な業務運営の確保と保険契約者保護を目的として発動

 業務改善命令

 業務停止命令

 その他の命令（役員解任、免許取消し）

〇 監督上の措置の例

・ 不適切な保険募集

 （例： 募集人登録の取消し）

・ 保険金の不払い

 （例： 業務停止命令：意図的・悪質なケース）
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